
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
第
二
十
五
条
の
二
の
災
害
及
び
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
地
区
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

○
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）

第
二
条

罹
災
建
物
が
滅
失
し
た
当
時
に
お
け
る
そ
の
建
物
の
借
主
は
、
そ
の
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
換
地
に
借
地
権
の
存
し
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
二
箇
年
以
内
に
建
物
所
有
の
目
的
で
賃
借
の
申
出
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
他
の
者

に
優
先
し
て
、
相
当
な
借
地
条
件
で
、
そ
の
土
地
を
賃
借
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
土
地
を
、
権
原
に
よ
り
現
に
建
物
所
有
の
目
的

で
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
、
又
は
他
の
法
令
に
よ
り
、
そ
の
土
地
に
建
物
を
築
造
す
る
に
つ
い
て
許
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
許
可

が
な
い
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

土
地
所
有
者
は
、
前
項
の
申
出
を
受
け
た
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
拒
絶
の
意
思
を
表
示
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
満
了
の
時
、
そ
の
申

出
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
。

③

土
地
所
有
者
は
、
建
物
所
有
の
目
的
で
自
ら
使
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
事
由
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
第
一
項
の

申
出
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

④

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
借
地
権
及
び
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
使
用
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
の
明
か
な
借
地
権
は
、
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
借
地
権
で
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条

前
条
第
一
項
の
借
主
は
、
罹
災
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
換
地
に
借
地
権
の
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
借
地
権
者

借
地
権
者
が
更
に
借

(

地
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
を
受
け
た
者

に
対
し
、
同
項
の
期
間
内
に
そ
の
者
の
有
す
る
借
地
権
の
譲
渡
の
申
出
を

)

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
他
の
者
に
優
先
し
て
、
相
当
な
対
価
で
、
そ
の
借
地
権
の
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
条
第

一
項
但
書
及
び
第
二
項
乃
至
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
賃
借
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
賃
貸
人
の
承
諾
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場

合
に
は
、
譲
受
人
は
、
譲
渡
を
受
け
た
こ
と
を
、
直
ち
に
賃
貸
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
の
存
続
期
間
は
、
借
地
借
家
法

平
成
三
年
法
律
第
九
十
号

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

(
)
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ず
、
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
物
が
、
こ
の
期
間
満
了
前
に
朽
廃
し
た
と
き
は
、
賃
借
権
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。

②

当
事
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
合
意
に
よ
り
、
別
段
の
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
存
続
期
間
を
十
年
未
満
と
す

る
借
地
条
件
は
、
こ
れ
を
定
め
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
六
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
を
、
権
原

に
よ
り
現
に
耕
作
の
目
的
で
使
用
す
る
者

第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
者
を
除
く
。

が
あ
る
と
き
は
、

(
)

そ
の
者
は
、
賃
借
権
の
設
定
又
は
借
地
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
後

そ
の
賃
借
権
の
設
定
又
は
借
地
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
裁
判
が
あ
つ
た
と
き

(

は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
後
、
調
停
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
調
停
が
成
立
し
た
後

、
六
箇
月
間
に
限
り
、
そ
の
土
地
の
使
用
を
続
け
る

)

こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
裁
判
所
は
、
申
立
に
よ
り
、
そ
の
期
間
を
短
縮
し
、
又
は
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
借
地
権
の
存
続
期
間
は
、
前
項
又
は
第
二
十
九
条
第

一
項
本
文
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
の
続
く
間
、
そ
の
進
行
を
停
止
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
停
止
期
間
中
、
借
地

権
者
は
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
、
地
代
又
は
借
賃
の
支
払
義
務
は
、
発
生
し
な
い
。

③

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
を
使
用
す
る
者
が
、
自
ら
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲

渡
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
借
主
が
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
を
受
け
た
後

そ
の
賃

(

借
権
の
設
定
又
は
借
地
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
裁
判
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
後
、
調
停
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
調
停
が

成
立
し
た
後

、
一
箇
年
を
経
過
し
て
も
、
正
当
な
事
由
が
な
く
て
、
建
物
所
有
の
目
的
で
そ
の
土
地
の
使
用
を
始
め
な
か
つ
た
と
き
は
、
土

)

地
所
有
者
又
は
借
地
権
の
譲
渡
人
は
、
そ
の
賃
借
権
の
設
定
契
約
又
は
借
地
権
の
譲
渡
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
解
除

前
に
そ
の
使
用
を
始
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

第
二
条
第
一
項
の
借
主
が
、
建
物
所
有
の
目
的
で
そ
の
土
地
の
使
用
を
始
め
た
後
、
建
物
の
完
成
前
に
、
そ
の
使
用
を
止
め
た
場
合
に
も
、

前
項
と
同
様
で
あ
る
。

③

前
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
一
箇
年

は
、
そ
の
使
用
の
終
つ
た
時
か
ら
、
こ
れ
を
起
算
す
る
。
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第
八
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
が
あ
つ
た
と
き
は
、
賃
貸
人
又
は
借
地
権
の
譲
渡

人
は
、
借
賃
の
全
額
又
は
借
地
権
の
譲
渡
の
対
価
に
つ
い
て
、
借
地
権
者
が
そ
の
土
地
に
所
有
す
る
建
物
の
上
に
、
先
取
特
権
を
有
す
る
。

②

前
項
の
先
取
特
権
は
、
借
賃
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
及
び
、
若
し
存
続
期
間
若
し
く
は
借
賃
の
支
払
時
期
の
定
が
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
又

は
若
し
弁
済
期
の
来
た
借
賃
が
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
、
譲
渡
の
対
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
価
の
弁
済
さ
れ
な
い
旨
を
登
記
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
の
効
力
を
保
存
す
る
。

③

第
一
項
の
先
取
特
権
は
、
他
の
権
利
に
対
し
、
優
先
の
効
力
を
有
す
る
。
但
し
、
共
益
費
用
不
動
産
保
存
不
動
産
工
事
の
先
取
特
権
並
び
に

前
項
の
登
記
前
に
登
記
し
た
質
権
及
び
抵
当
権
に
後
れ
る
。

第
十
条

罹
災
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
疎
開
建
物
が
除
却
さ
れ
た
当
時
か
ら
、
引
き
続
き
、
そ
の
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
換
地
に
借
地
権
を
有
す

る
者
は
、
そ
の
借
地
権
の
登
記
及
び
そ
の
土
地
に
あ
る
建
物
の
登
記
が
な
く
て
も
、
こ
れ
を
以
て
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
五
箇
年
以

内
に
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
権
利
を
取
得
し
た
第
三
者
に
、
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
罹
災
建
物
又
は
疎
開
建
物
の
敷
地
に
あ
る
借
地
権

臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
使
用
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た

(

こ
と
の
明
か
な
借
地
権
を
除
く
。

の
残
存
期
間
が
、
十
年
未
満
の
と
き
は
、
こ
れ
を
十
年
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
五
条
第
一
項
但
書
及

)

び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
条

土
地
所
有
者
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
二
筒
年
以
内
に
、
第
十
条
に
規
定
す
る
借
地
権
者

罹
災
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
疎
開

(

建
物
が
除
却
さ
れ
た
後
、
更
に
借
地
権
を
設
定
し
て
ゐ
る
者
を
除
く
。

に
対
し
、
一
箇
月
以
上
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期
間
内
に
、
借
地

)

権
を
存
続
さ
せ
る
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
を
申
し
出
る
や
う
に
、
催
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
し
、
借
地
権
者
が
、
そ
の
期
間
内
に
、
借
地

権
を
存
続
さ
せ
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
申
し
出
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
満
了
の
時
、
借
地
権
は
、
消
滅
す
る
。
但
し
、
借
地
権
者
が
更
に
借

地
権
を
設
定
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
各
々
の
借
地
権
は
、
す
べ
て
の
借
地
権
者
が
、
そ
の
申
出
を
し
な
い
と
き
に
限
り
、
消
滅
す
る
。

②

前
項
の
催
告
は
、
土
地
所
有
者
が
、
借
地
権
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
の
方
法

で
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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③

前
項
の
公
示
は
、
公
示
送
達
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
ひ
、
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
且
つ
、
そ
の
掲
示
の
あ
つ
た
こ
と
を

、
新
聞
紙
に
二
回
掲
載
し
て
、
こ
れ
を
行
ふ
。

④

公
示
に
関
す
る
手
続
は
、
借
地
の
所
在
地
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

⑤

第
二
項
の
場
合
に
は
、
民
法
第
九
十
七
条
ノ
二
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
三
条

借
地
権
者
が
更
に
借
地
権
を
設
定
し
て
ゐ
る
場
合
に
、
そ
の
借
地
権
を
設
定
し
て
ゐ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
四
条

罹
災
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
疎
開
建
物
が
除
却
さ
れ
た
当
時
に
お
け
る
そ
の
建
物
の
借
主
は
、
そ
の
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
換
地
に

、
そ
の
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
除
却
さ
れ
た
後
、
そ
の
借
主
以
外
の
者
に
よ
り
、
最
初
に
築
造
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て
、
そ
の
完
成
前
賃
借
の

申
出
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
他
の
者
に
優
先
し
て
、
相
当
な
借
家
条
件
で
、
そ
の
建
物
を
賃
借
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
借
主
が

、
罹
災
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
疎
開
建
物
が
除
却
さ
れ
た
後
、
そ
の
借
主
以
外
の
者
に
よ
り
、
そ
の
敷
地
に
建
物
が
築
造
さ
れ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
建
物
の
最
後
の
借
主
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
敷
地
の
換
地
に
築
造
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②

前
項
の
場
合
に
は
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
五
条

第
二
条

第
九
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又

(
)

は
第
三
条

第
九
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
に
関
す
る
法
律
関
係
に
つ

(
)

い
て
、
当
事
者
間
に
、
争
が
あ
り
、
又
は
協
議
が
調
は
な
い
と
き
は
、
申
立
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
鑑
定
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
従
前
の
賃

貸
借
の
条
件
、
土
地
又
は
建
物
の
状
況
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
斟
酌
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

第
二
条

第
九
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
賃
借
の
申
出

(
)

又
は
第
三
条

第
九
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
規
定
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
の
申
出
を
し
た
者
が
数

(
)

人
あ
る
場
合
に
、
賃
借
し
よ
う
と
す
る
土
地
若
し
く
は
建
物
又
は
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
地
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
の
割
当
に
つ
い
て
、

当
事
者
間
に
協
議
が
調
は
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
に
よ
り
、
土
地
又
は
建
物
の
状
況
、
借
主
又
は
譲
受
人
の
職
業
そ
の
他
一
切
の
事

情
を
斟
酌
し
て
、
そ
の
割
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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②

裁
判
所
は
、
当
事
者
間
の
衡
平
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
割
当
を
受
け
な
い
者
又
は
著
し
く
不
利
益
な
割
当
を
受

け
た
者
の
た
め
に
、
著
し
く
利
益
な
割
当
を
受
け
た
者
に
対
し
、
相
当
な
出
捐
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

地
代
、
借
賃
、
敷
金
そ
の
他
の
借
地
借
家
の
条
件
が
著
し
く
不
当
な
と
き
は
、
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
鑑
定
委
員
会

の
意
見
を
聴
き
、
借
地
借
家
関
係
を
衡
平
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
条
件
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
敷

金
そ
の
他
の
財
産
上
の
給
付
の
返
還
を
命
じ
、
又
は
そ
の
給
付
を
地
代
若
し
く
は
借
賃
の
前
払
と
み
な
し
、
そ
の
他
相
当
な
処
分
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

第
六
条
第
一
項
但
書

第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

又
は
第
十
五
条
乃
至
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
は
、
借
地
又
は

(
)

借
家
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
が
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
す
る
。

第
十
九
条

鑑
定
委
員
会
は
、
三
人
以
上
の
委
員
を
以
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②

鑑
定
委
員
は
、
裁
判
所
が
、
各
事
件
に
つ
い
て
、
左
の
者
の
中
か
ら
こ
れ
を
指
定
す
る
。

一

地
方
裁
判
所
が
、
毎
年
予
め
、
特
別
の
知
識
経
験
の
あ
る
者
そ
の
他
適
当
な
者
の
中
か
ら
選
任
し
た
者

二

当
事
者
が
、
合
意
で
選
定
し
た
者

第
二
十
条

鑑
定
委
員
会
の
決
議
は
、
委
員
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
。

第
二
十
一
条

鑑
定
委
員
会
の
評
議
は
、
秘
密
と
す
る
。

第
二
十
二
条

鑑
定
委
員
に
は
、
旅
費
、
日
当
及
び
止
宿
料
を
給
す
る
。
そ
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
三
条

第
十
五
条
乃
至
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
立
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
民
事
調
停
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号

第

(
)

二
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
調
停
に
付
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
二
十
四
条

第
六
条
第
一
項
但
書

第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

又
は
第
十
五
条
乃
至
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し

(
)
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
は
、
こ
れ
を
二
週
間
と
す
る
。

②

前
項
の
即
時
抗
告
は
、
執
行
停
止
の
効
力
を
有
す
る
。

第
二
十
五
条

第
十
五
条
乃
至
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
は
、
裁
判
上
の
和
解
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二

第
二
条
乃
至
第
八
条
、
第
十
条
乃
至
前
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
政
令
で
定
め
る
火
災
、
震
災
、
風
水
害
そ
の
他
の

災
害
の
た
め
滅
失
し
た
建
物
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
施
行
の
日
」
及
び
第

十
条
中
「
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
の
政
令
施
行
の
日
」
と
、
第
十
一
条
中
「
こ
の
法
律
施
行
の
際
」
を
「
第
二
十

五
条
の
二
の
政
令
施
行
の
際
」
と
、
第
十
二
条
中
「
こ
の
法
律
施
行
の
日
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
の
政
令
施
行
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

附

則

第
二
十
七
条

（
略
）

②

第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
地
区
は
、
災
害
ご
と
に
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
九
条

罹
災
建
物
の
敷
地
に
つ
き
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
は
、
建
物
の
所
有
を
目

的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
二
箇
年
間
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
間
に
限
り

、
な
ほ
存
続
す
る
。
但
し
、
そ
の
敷
地
に
つ
き
、
旧
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
借
地
権
を
有
す
る
者

旧
令
第
四
条
第
一
項

(

の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
に
基
い
て
、
そ
の
敷
地
を
他
の
者
に
使
用
さ
せ
て
ゐ
る
者
を
除
く
。

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

)

②

前
項
本
文
の
賃
借
権
は
、
そ
の
敷
地
を
自
ら
使
用
す
る
賃
借
人
又
は
転
借
人
が
、
そ
の
敷
地
の
使
用
を
止
め
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
に
お
け

る
そ
の
敷
地
の
使
用
の
目
的
を
変
更
し
、
又
は
あ
ら
た
に
そ
の
敷
地
に
つ
き
使
用
若
し
く
は
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
し
た
と
き
は
、

同
項
の
期
間
満
了
前
で
も
、
こ
れ
に
因
つ
て
消
滅
す
る
。

③

旧
令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
前
か
ら
こ
の
法
律
施
行
の
際
ま
で
、
引
き
続
き
、
罹
災
建
物
の
敷
地
を
現

に
使
用
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地
所
有
者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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第
三
十
二
条

第
二
十
九
条
第
一
項
本
文
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
い
て
、
建
物
所
有
の
目
的
で
罹
災
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
換
地
を
自
ら
使
用

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
乃
至
第
五
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

②

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
賃
借
権
の
設
定
又
は
借
地
権
の
譲

渡
の
申
出
を
拒
絶
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
拒
絶
し
た
者
に
対
し
、
権
原
に
よ
り
そ
の
土
地
に
所
有
す
る
建
物
を
、
相
当
な
対
価
で
買
ひ

取
る
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条

第
八
条

第
九
条
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
規
定
に
よ
り
、
ま
だ
弁
済
期
の
来
な
い
借
賃

(
)

に
つ
き
先
取
特
権
に
関
す
る
登
記
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
の
課
税
標
準
は
、
登
録
免
許
税
法
第
九
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
借
の
存
続
期
間
に
お
け
る
借
賃
の
全
額
か
ら
、
既
に
弁
済
期
の
来
た
借
賃
の
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。


